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令
和
二
年
七
月
十
三
日
初
校

８
月
の
お
知
ら
せ

　
お
知
ら
せ
の
内
容
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
中
止
や
延
期
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

７
月
号
以
前
に
掲
載
し
た
内
容

に
つ
い
て
も
、
中
止
や
延
期
と

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
事
前
に
、
各
問
い
合
わ
せ

先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
催
し
等
に
参
加
す
る
際

は
、
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
な
ど

感
染
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

仙台市政だより　令和２年（2020年） ８月号

仙
台
市
都
市
計
画
審
議
会
　
　 

◦
日
時‖

８
月
31
日
㈪
午
後
２
時
～

◦
会
場‖

エ
ル
・
パ
ー
ク
仙
台　
◦

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
本
庁
舎

１
階
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
野

区
・
若
林
区
・
太
白
区
情
報
セ
ン
タ

ー
で
も
会
議
の
情
報
を
提
供
し
て
い

ま
す　
問
都
市
計
画
課
☎
214
・
８
２

９
４

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

（
加
算
支
援
金
）
の
お
知
ら
せ

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
生
活
基

盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
、
被
災
者

生
活
再
建
支
援
制
度
の
基
礎
支
援
金

を
支
給
さ
れ
た
世
帯
に
対
し
て
、
住

宅
の
再
建
方
法
に
応
じ
て
支
給
す
る

加
算
支
援
金
の
受
け
付
け
を
行
っ
て

い
ま
す
。
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
（
こ
れ
ま
で
支
給
を
受
け
た
方

へ
の
追
加
の
支
給
を
行
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）。

◦
申
請
期
限‖

令
和
３
年
４
月
12
日

㈪　

◦
受
付
時
間‖

午
前
９
時
～
午

後
４
時
半
（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦

受
付
場
所‖

市
役
所
本
庁
舎
５
階
社

会
課
、
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

管
理
課　

問
被
災
者
支
援
情
報
ダ
イ

ヤ
ル
☎
214
・
３
８
０
５
（
平
日
午
前

９
時
～
午
後
５
時
）

「
伊
達
（
だ
て
）
な
省
エ
ネ
指

南
」
を
開
始
し
ま
し
た
　
　

　
環
境
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
た
ま
き
さ
ん

（https://w
w
w
.tam

aki3.jp/

）

で
、
ご
家
庭
の
電
気
や
ガ
ス
の
使
用

量
か
ら
二
酸
化
炭
素
排
出
量
な
ど
を

診
断
で
き
る
ツ
ー
ル
「
伊
達
な
省
エ

ネ
指
南
」
の
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

暮
ら
し
に
役
立
つ
省
エ
ネ
ア
ド
バ
イ

ス
な
ど
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
環
境
共
生
課
☎
214
・
0
0
0
7

税
の
お
知
ら
せ
　
　
　
　
　
　

市
県
民
税
の
納
期
で
す 

　
令
和
２
年
度
市
県
民
税
の
第
２
期

分
は
、
８
月
31
日
㈪
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
口
座
振
替
を
ご

利
用
の
方
も
８
月
31
日
㈪
に
振
り
替

え
に
な
り
ま
す
。

問
収
納
管
理
課
☎
214
・
１
０
１
０

市
税
の
納
税
の
猶
予
制
度
が
あ
り
ま

す
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
収
入
に
相
当
の
減
少
が
あ
り
、

納
期
ま
で
に
納
付
ま
た
は
納
入
が
困

難
な
方
は
、
1
年
間
市
税
の
納
税
の

猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
北
徴
収
課
【
青
葉
区
】
☎
214
・
8

1
5
2
【
泉
区
】
☎
214
・
5
0
2
7
、

南
徴
収
課
【
宮
城
野
区
・
若
林
区
】

☎
214
・
8
1
5
3
【
太
白
区
】
☎

214
・
８
１
５
４

J
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

　
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

発
生
時
に
備
え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
J
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
８
月
５

日
㈬
午
前
11
時
に
実
施
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
危

機
管
理
室
ツ
イ
ッ
タ
ー
へ
試
験
電
文

が
配
信
さ
れ
る
ほ
か
、
市
東
部
79
カ

所
に
設
置
し
て
い
る
屋
外
拡
声
装
置

に
よ
り
、
試
験
音
声
が
放
送
さ
れ
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課
☎
214
・
８
５
１
９

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況

届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　
ひ
と
り
親
家
庭
で
18
歳
未
満
の
子

を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
し
て
い
る

児
童
扶
養
手
当
と
、
障
害
の
あ
る
児

童
を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
し
て
い

る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格

の
確
認
の
た
め
に
届
け
書
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
（
原
則
郵
送
不
可
）。

◦
提
出
期
間‖

【
児
童
扶
養
手
当
】

８
月
３
日
～
31
日
、【
特
別
児
童
扶

養
手
当
】
８
月
12
日
～
９
月
11
日

（
い
ず
れ
も
閉
庁
日
を
除
く
）　
問

区
役
所
保
育
給
付
課
、
総
合
支
所
保

健
福
祉
課 保

健
･
福
祉

□注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内
　（市外局番０２２）

□仙台市ホームページ
https://www.city.sendai.jp/

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１通につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebookページ
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/
□

●催しは、8月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

お
盆
期
間
中
の
市
バ
ス
・
地
下

鉄
の
運
行
の
お
知
ら
せ

◦
市
バ
ス‖

８
月
11
日
㈫
・
12
日
㈬

は
平
日
ダ
イ
ヤ
、
13
日
㈭
・
14
日
㈮

は
土
曜
ダ
イ
ヤ
、
15
日
㈯
・
16
日
㈰

は
休
日
ダ
イ
ヤ　
◦
地
下
鉄‖

８
月

11
日
㈫
～
16
日
㈰
は
土
曜
休
日
ダ
イ

ヤ　
問
交
通
局
案
内
セ
ン
タ
ー
☎

222
・
2
2
5
6

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
第
11
回

特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す

◦
対
象‖

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の

ご
遺
族
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
①
第
10
回
特
別
弔
慰
金
の
受

給
権
を
有
し
て
い
る
②
公
務
扶
助
料

や
遺
族
年
金
の
受
給
者
（
戦
没
者
等

の
妻
等
）
の
死
亡
等
に
よ
り
、
令
和

２
年
４
月
１
日
時
点
で
公
務
扶
助
料

等
の
遺
族
年
金
の
受
給
者
が
不
在
と

な
っ
て
い
る　
◦
申
請
期
限‖

令
和

５
年
３
月
31
日
ま
で　
◦
期
限
を
過

ぎ
る
と
受
給
権
が
な
く
な
り
ま
す　

◦
申
請
方
法
等
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
・
宮
城

総
合
支
所
管
理
課
、
秋
保
総
合
支
所

保
健
福
祉
課


